
第１号様式（第４条関係）

逗子市教育委員会

〒

住所

電話

（下記の申請理由の「９その他の理由～」の方のみ記入が必要になります）

　□　持家 □　同居の親族 　１　前年度受けていた　　　２　今回がはじめて

　□　借家 　家賃月額 円 　※駐車場代は除く 　３　他市で受けていた（　　　　　　で　　　年　　　月迄）

　□その他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　４　受けたことがある（　　　　　　　年度）

（該当する理由に✓を入れてください） □ ９　その他の理由で世帯の収入が少なく、就学が困難

□ １　生活保護法による保護の停止・廃止 （具体的な状況を記入）

□ ２　市民税・県民税および森林環境税の非課税または減免

□ ３　個人事業税の減免

□ ４　固定資産税・都市計画税の減免

□ ５　国民年金の保険料の減免

□ ６　国民健康保険の保険料の減免または徴収猶予

□ ７　児童扶養手当の支給（児童手当とは異なる）

□ ８　生活福祉資金の貸付決定

※　添付する証明書類については裏面を参照してください。（申請理由により添付書類が異なります）
※　記載された内容につきましては、就学援助事業の目的以外には使用しません。
※　生活保護費等扶助費の受給状況について、関係所管に確認することがあります。
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　次のとおり、就学援助費の支給を申請します。
　なお、認定事務に伴い、逗子市教育委員会が所得金額等につい
て税務資料等を閲覧すること、および在籍校に世帯の状況等を確認
することを承諾します。
　また、転出、転入に伴い住民登録を異動した場合、他自治体へ新
入学学用品費の支給状況の照会・確認をすることおよび情報提供す
ることを承諾します。
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① 申請理由を証明する書類の添付について

　申請理由が複数ある場合は、その内１件の申請理由に必要な書類のみ添付してください。

　（その他の申請理由に必要な添付書類は不要です。）

発行時期

1 生活保護法による保護の停止・廃止 随時

R8.６月

  以降

※手数
料有

発行 令和８年度の個人事業税の減免決定通知書の写し

場所に
確認

R8.5月 令和８年度の固定資産税・都市計画税の減免決定通知書の写し

以降 ※　住宅取得による減免は対象になりません。

発行

場所に

確認

R8.６
月
　以降

随時 児童扶養手当証書の市長印が押されているページの写し

※　児童手当とは異なります。

随時 生活福祉資金貸付決定通知書の写し

下記書類のいずれか１種類を添付（収入のある世帯員全員分）

随時

R8.６
月

以降

② 家賃を証明する書類の添付について（上記の申請理由「９その他の理由」の方のみ必要になります。）

③ 別世帯を証明する書類の添付について

〔子育て支援課発行〕

個人事業税の減免

※　国民年金の半額免除は対象になりません。
※　成人している世帯員全員の通知書を提出してください。

〔課税課発行〕

〔県税事務所発行〕

固定資産税・都市計画税の減免

〔社会保険事務所発行〕

令和８年度の国民健康保険料減免決定通知書の写し
または国民健康保険料徴収猶予決定通知書の写し

令和８年度の市民税・県民税および森林環境税非課税証明書

※　１８歳以上（高校生を除く）の世帯員全員の非課税証明書を提出し
てください。
※　課税されている世帯員がいる場合は当該申請理由には該当しません。

〔課税課発行〕

6

4

5

2

国民年金の保険料の減免

該　当　す　る　申　請　理　由

※　申請書類について内容の確認や添付書類、資料等提出の追加をお願いする場合がありますのでご了承ください。

　二世帯同居等で、公共料金の支払いが別々の場合は独立した世帯として扱います。各世帯の同月の公共料金（ガス代、電気
代等）支払領収書の写しを添付してください。

　持家の方は必要ありません。

　（家賃の支払に銀行等の引き落としを利用している方で、上記の証明書類がない場合は、通帳の引き落とし金額が記載された
ページの写しでも代用できます。）

　借家の方は契約書の月額の家賃が記載されているページの写し、または領収書を添付してください。

市民税・県民税および森林環境税の
非課税または減免

9

令和８年度または令和７年度に受けた生活保護の廃止または停止の
証明書の写し

3

生活福祉資金の貸付決定
〔社会福祉協議会発行〕

・令和７年分　源泉徴収票（支払者名称・所在地等記載のあるもの）
・令和７年分　確定申告書控Ａ・Ｂ（税務署の収受印が押してあるもの、ま
たは受付日時の記載があるもの）の写し
・令和８年度市民税・県民税および森林環境税課税証明書または
　納税通知書の写し

8

7 ※　認定後に再婚や所得更正等で児童扶養手当が停止となった場合は、学
校教育課までご連絡ください。

その他の理由で世帯の収入が少なく、
就学が困難

添　付　す　る　証　明　書　類

国民健康保険の保険料の減免
または徴収猶予

〔国保健康課発行〕

児童扶養手当の支給

令和８年度の国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
または国民年金保険料免除理由該当通知書の写し

【注意事項】
※　収入のある世帯員全員の所得の証明書類を添付してください。
※　確定申告を行う必要がある方は、必ず確定申告を行ってくださ
い。
　　税法上の扶養に入っていない方で未申告である場合は、上記証明書が
発行されない場合があります。
※　令和８年度の市民税・県民税および森林環境税課税証明書は６月１日
以降の発行になります。
※　納税通知書を使用する場合は、「合計所得金額」が記載されているペー
ジを添付してください。


